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率は1.13％（2008年３月改定の料率）である。組合管掌健康保険の保険

料は健康保険組合によって異なり、各健康保険組合に割り当てられる納

付金（介護給付費納付金）を40〜64歳の被保険者の標準報酬総額で除し

て算出される。

　さらに国民健康保険の場合には、各市町村が保険料を決定し、国がそ

の半額を負担する。以上の保険料は、医療保険者が一般の医療保険料と

合わせて徴収し、市町村に対して、各市町村の給付費に占める割合が一

律になるように交付される。

（注 ）政府管掌健康保険は、2008年10月から、新たに設立される全国健康保険協会

が国に代わって保険者となり、全国健康保険協会管掌健康保険（略称：協会け

んぽ）に移行した。都道府県単位の財政運営を基本とし、協会設立後１年以内

に都道府県ごとに地域の医療費を反映した保険料率が設定される。ただし、自

己負担の割合や保険給付の内容、保険事業の内容は、従来の政府管掌健康保険

と変わらない。


